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完成用部品の販売終了のお知らせ（周知依頼） 

 

この度、補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、製造

会社より販売終了の報告がありました。（詳細は下記及び別添をご参照ください。） 

管内市区町村及び身体障害者更生相談所等に対して、当該完成用部品を用いた補装具の

支給申請があった場合には適切な対応が行われるよう、速やかな情報提供をお願いいたし

ます。 

 

記 

 

【該当製品】 オットーボック １Ｃ６０ トリトンフット 

【 障障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、

購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」

（令和7年3月31日付け障発0331第 29号・こ支障第83号）該当区分・名称・型式】 

骨格構造義肢・義足用部品・足部・Ａ ＳＡＣＨ足部 ＳＡＣＨ 

 

 
※ １Ｃ６０トリトンフットで支給決定が出ている場合に、変更手続き無く１Ｃ６４トリトンＨＤと

交換することは適当ではありませんので、ご留意ください 

※ 製造会社問い合わせ先は別添資料参照 
以上 

 

【問合せ先】  

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

企画課 自立支援振興室 障害者支援機器係 

TEL：03-5253-1111（内線 3511）  
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